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はじめに
情報技術（IT）が今日の経済にとって不可欠になるにつれ、
不正コピーなど IT使用における違法行為はますます問題と
なってきています。世界経済が複雑に絡み合い、プレイヤー
間の競争もいっそう激しくなる中、そうした「違法 IT」 が生み
出す不当な競争上の利益に注目が集まりつつあります。不当
な競争上の利益を生み出す原動力となっている「違法 IT」の
使用は、知的財産権の侵害のみならず公正競争の秩序と公益
を脅かすものであり、不正競争や公正取引に係る法的枠組み
において対処されるべき問題といえるでしょう。

たとえば、 製造業者が自社製品の製造工程において「違法 
IT」 を使用すると、「違法 IT」を使用していない競合事業者に
比べ、より低いコストで製造できることになり、 小売業者など

に対し不当に安い価格で製品を卸し、あるいは不当に高い利
益を得ることができることになります。さらに、不当に低廉な
価格で商品を仕入れた小売業者は、他社より低い価格で最終
消費者に商品を販売できてしまうのです。

このように、「違法 IT」の使用はサプライチェーンの一部に限
らず、サプライチェーン全体に多大な影響を及ぼすものであ
り、さらには世界経済全体にも影響する可能性があります。

本書では、「違法 IT」の使用が公正な競争にもたらす影響や
「違法 IT」の使用と公正競争に関する各種の法令がもたらす
影響、およびその対応策について検討します。
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「違法 IT」の使用から生ずる
不当な競争上の利益

概要
世界経済において、ITの不正使用は目新しい問題ではありません。消費者や企業は長
年、コスト削減や自己満足、知識不足などさまざまな理由から、海賊版ソフトのような「違
法 IT」を使用しコンピューティングニーズを満たしてきました。一方、ソフトウェアの知的
財産権を保護する法律は先進国のみならず発展途上国においても浸透し厳格化し、「違法
IT」の使用は減少してきました。加えて、「違法 IT」の使用はセキュリティリスクにつなが
るとの認識も広まってきたことにより、企業における「違法 IT」の使用は徐々に減ってき
ました。にもかかわらず、ビジネスオペレーション上には依然として「違法 IT」が存在し
ています。

ビジネスオペレーション上における「違法 IT」の使用は、実質的には自社のサービスまた
は製品に要するコストの補助を受けることと同等であり、このような不当なコスト削減によ
り得られた利益がサービスや製品の不当な低価格化につながっているとすれば、適法に IT
を使用している企業が対等に競争することが実質的に困難となり、ひいては、IT関連法令
に則して公正なビジネスを行っている業界や国家に対しても収益損失や雇用喪失といった
さらに深刻な経済問題を引き起こします。

この章では、このような企業による「違法 IT」の使用がもたらす不当な競争上の利益に
着目した動きを紹介します。この問題への対処にあたっては法制度が重要な役割を果たす
ため、以降の分析では法律にもある程度の重点を置いて説明します。また、その他の関
連の動向についても取り上げ、ビジネスオペレーションにおける「違法 IT」の使用の悪影
響についても、偏りのない見解を示します。

この章の最終セクションでは、不正競争防止のための ITに関する新たなルールに対する
関連企業および業界団体、法律事務所、貿易実務の専門家らによる各種の反応を紹介し
ます。
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米国における公正競争促進のための IT関連ルール
 「違法 IT」の使用は経済活動を歪め、違反者に対し不当な競争上
の利益を与えるものであり、外国企業がこれを行なった場合、不
公正な通商行為と見なされる可能性があります。米国ではここ数
年にわたる経済の低迷と、米国内の雇用と収益を保護する国内経
済の保護主義への傾倒から、不公正な通商行為に対する注目が高
まっており、「違法 IT」の使用による不正競争行為に対して新たな
対応策が取られようとしています。

米国においては、「違法 IT」の使用による不正な競争行為という
問題は連邦レベルから草の根レベルに至るまで広く認識されてい
ます。この問題を深刻に受け止めている州政府と連邦政府は個別
の法律を策定するとともに施行の強化に着手しました。さらに従来
の経済圏だけでなくインターネットの世界を視野に入れた法案も提
出されるなど、「違法ＩＴ」の解決に向けた草の根レベルの活動が
始まっています。

「違法 IT」の使用による不正競争の防止に特化した法律を最初に
導入したのは 2010年、ルイジアナ州でした。その後、他の州に
も徐々に広がり、ITと公正競争を対象とした独自の法令が導入さ
れました。本書では 2011年 7月に発効したワシントン州の不正
競争防止法（Unfair Competition Act）を詳しく取り上げます。
2011年度の工業製品輸入量はルイジアナ州よりも 3割も多い
など、ワシントン州は米国内でも特に貿易の盛んな土地だから
です 1,2,3。

以降のセクションでは「違法 IT」の使用が不当に有利な事業環境
を作り出すことを防止する法整備の最新動向等について詳しく分析
します。

ワシントン州の下院法案 1495
2011年 7月、そのビジネスオペレーション 4において「違法
IT」を使用する製造業者の不当な競争上の利益に取り組むこと
を目的とした新たな法律がワシントン州で可決されました。ワシ
ントン州下院法案 1495または不正競争防止法（UCA：Unfair 

*正確にはワシントン州不正競争防止法セクション (7)(a)において「"Stolen or  
misappropriated information technology" means hardware or 
software that the person referred to in section 2 of this act acquired, 
appropriated, or used without the authorization of the owner of the 
information technology or the owner's authorized licensee in violation 
of applicable law, but does not include situations in which the 
hardware or software alleged to have been stolen or misappropriated 
was not available for retail purchase on a stand-alone basis at or 
before the time it was acquired, appropriated, or used by such a 
person.」と定義されている。

 （出所：ワシントン州ホームページ
  http://apps.leg.wa.gov/billinfo/summary.aspx?year=2011&bill=1495）

1 出典 : 米国国勢調査局、「2011 US Imports of Goods by State of Destination, 
by NAICS-Based Product」

2 ワシントン州の主な入国港であるシアトルは、取引量の多さでは国内7位。また、
アジアからの輸入量では国内 2位。

3 出典 : 米国国勢調査局、「2011 US Imports of Goods by State of Destination, 
by NAICS-Based Product」

4 在庫、物流、会計のシステムを含む
5 出典 : ワシントン州下院法案 1495、第 98章、2011年法

図 1: ワシントン州不正競争防止法の詳細 5 

ワシントン州不正競争防止法により責任を負いうる者と損害賠償の範囲

• ワシントン州で販売された、または販売用に提供されたすべての製品は、 
ワシントン州不正競争防止法に基づく訴訟の対象となり得る。製造業者は、
そのビジネスオペレーションにおいて当該製品の製造過程に違法 ITの使
用があった場合には、製造地がワシントン州内外の如何を問わず、その責
任を負い得る

• 年商 5千万米ドルを超えるサードパーティ（チェーンストア等を大規模に
展開する小売業者など）も、そのビジネスオペレーションにおいて「違法 
ＩT」を使用した製造業者から仕入れた製品の販売をし、または販売の申
込みをした場合には、責任を負い得る。ただし、これは、一定の条件が
満たされた場合に限られる（製造業者が法廷に出頭しなかった場合など）

• 単独で販売される製品でも、あるいは別製品の一部として販売される製
品でも、問題となり得る

• 予想される結果
• 製造業者に対する訴訟に勝訴した場合、裁判所は、当該製品のワシン
トン州での今後の販売を制限し、現実に発生した損害額（競合事業者
が被った経済的損失など）または盗用された ITの小売価格のいずれ
か高い方に相当する損害賠償の支払いを命じ、また、原告が負った経
費や弁護士費用に相当する金額の支払いを命じることができる

• サードパーティに対する訴訟に勝訴した場合、裁判所は、盗用された
ITの小売価格または 25万米ドルのいずれか低い方に相当する損害賠
償を命じることができる

• サードパーティには猶予期間が設けられている（2013年 1月までは
損害賠償は認められない）

Competition Act）としても知られるこの法律は、「違法 IT」を、「適
用ある法令に反し、かつ IT所有者の許諾を得ずに取得または使用
されたハードウェアまたはソフトウェア」と定義しています *。同法
は「違法 IT」の使用による不当な競争上の利益を排除して適法に
ITを入手した製造業者を保護するとともに、ワシントン州に投資
しやすい環境を構築することを目的としています。ワシントン州は
米国でも貿易の盛んな州の一つであり、健全なビジネスエコシス
テムの確立は同州不正競争防止法が目指すところの重要な要素と
なっています。
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ワシントン州不正競争防止法の適用範囲は限定的であり、以下は
対象外となっています。

1.  著作権の対象となる製品（フィルム、映画、書籍など）、または 
著作権者のために作られた製品で、著作権保護された作品で
構成されている場合

2.  米国食品医薬品局（FDA）で規定された製品、または主として 
医療用品か医薬品として使用される製品である場合

3. 製品が食品または飲料品である場合

4.  問題とされている違法ITが、オープンソースライセンスの違反
に基づいている場合

5. 違法ITが特許侵害または企業秘密の不正使用に基づいている
場合

ワシントン州不正競争防止法の有効性は、いくつかの要因に依存
する可能性があります。

1.  ITの法的要件を遵守する能力が製造業者にあること

2. サードパーティが自ら販売し、または販売の申込みをする製品
につき、製造元に対し、ITコンプライアンスを要請し監査する 
能力を有していること

3.  違法ITを使用して不当な競争上の利益を得ている事業所の 
競合事業者に、提訴する経済的かつ時間的な能力と姿勢がある
こと

図 2: エコシステムの実例 6 

エコシステムの実例

• 米国の会社A が、ワシントン州およびその他の州にある自社のチェーン
店で販売するための玩具の製造について、国際的な玩具メーカーと契約
を結びます。会社Aの競合会社である、ワシントン州内の会社Bが、上記 
玩具メーカーを不正競争で訴えます。

• 当該玩具メーカーがビジネスオペレーション上、ライセンスを持たない 
ソフトウェアを不正に使用していた場合、ワシントン州の裁判所はその責
任を認めますが、当該玩具メーカーは会社Bへの損害賠償金の支払いを
拒否します。この場合、会社Bには、会社Aの海外取引先である当該玩具
メーカーが与えた損害について、サードパーティである会社Aを提訴する
権利があります。当該玩具メーカーは、損害賠償の支払いを拒否すること
によりブラックリストに掲載され、製造した製品は店頭から取り除かれる 
リスクを負うことになります。

6 出典 : Bangkok Post、EYによる分析
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州 法案 8 番号 : 法案名 法案の状態 説明

ワシントン
SHB 1495: 
製品の販売 – 盗用または悪用された 
情報技術

2011年 4月 18日可決 2011年 7月 22日施行

アリゾナ SB 1529:
盗用または悪用された情報技術

2011年 2月 2日、上院商業エネルギー 
委員会に付託 ワシントン州不正競争防止法に対する一部修正案を含む

カリフォルニア AB 473:
不正競争 2012年 2月 1日、司法委員会で棄却 現在は 2年間の不正競争防止法

ワシントン州不正競争防止法に対する一部修正案を含む

コネティカット HB 6619:
不正な取引行為

2011年 3月 18日、司法合同委員会に 
付託  ワシントン州不正競争防止法に対する一部修正案を含む

イリノイ

SB 1861:
ソフトウェア著作権侵害
SB 1075:
情報技術の不正使用防止法 
（Unfair Use of Information 
Technology Act）9 

SB 1861: 2011年 4月 8日、上院任命 
委員会に再付託 
SB 1075: 2011年 7月 23日、法案に 
対する修正案を上院任命委員会に再付託

SB 1861はソフトウェア海賊行為防止法（Software 
Piracy Act）策定のための代理法案であった
SB 1075に対する修正案は違法 ITに関する記載を 
含む

インディアナ SB 529:
盗用または悪用された情報技術

2011年 1月 18日、上院司法委員会に 
付託  

原告に「被告の事業所に立ち入り、申し立てのあった不
当行為に関連する情報技術、記録、ファイル、 
またはその他の証拠がないかどうかを調査する」権利を
付与 10

ケンタッキー
HR 113（11RS）:
盗用された情報技術による 
不正取引行為

2011年 2月 25日、下院で可決

法的拘束力のない決議 : 「盗用された情報技術による不
当な取引行為の調査を臨時司法合同委員会に要請し、
法的解決策を策定してかかる不当な取引行為の対処に
あたるよう関係者全員に呼びかける」11

ルイジアナ
SB 415:
不正取引行為および消費者保護に 
関する法

2010年 6月 1日、行政府により署名 違法 ITによる不当な競争上の利益に対処する法律とし
ては初期のものの 1つ

マサチューセッツ H.2842:
不正競争

2011年 1月 24日、司法合同委員会に 
付託 
2012年 2月 28日に公聴会を予定

ワシントン州不正競争防止法に対する多数の修正案を 
含む

ミズーリ HB 1022:
盗用された情報技術 

2011年 4月 12日、国際取引および雇用 
創出委員会に付託 ワシントン州不正競争防止法とほぼ一致

ニューヨーク

A.3915:
盗用または悪用されたソフトウェア
A.1544:
不正競争

A.3915: 2012年 1月 4日、経済開発・ 
雇用創出・商業・産業委員会に再付託
A.1544: 2012年 6月 21日、大統領、 
連邦取引委員会、および米国議会に付託

ワシントン州不正競争防止法とほぼ一致

ノースカロライナ HB 672:
ITの悪用による不正行為 2011年 4月 7日、議会運営委員会に付託 法案研究

ワシントン州不正競争防止法とほぼ一致

オレゴン
HB 3315:
盗用または悪用された情報技術で 
製造された製品の販売禁止

2011年 6月 30日、商取引および 
労働委員会 ワシントン州不正競争防止法に対する一部修正案を含む

ユタ
SB 201:
テクノロジーの悪用による不正競争の 
防止

2011年 3月 10日、上院委員会で棄却 ワシントン州不正競争防止法とはやや異なる

7 出典 : J. Teague, C. Miller, M. Johnson
8 法案の略語は次のとおり : 州議会下院（A）、州議会下院法案（AB）、下院（H）、
下院法案（HB）、下院議決案（HR）、上院法案（SB）、下院代替法案（SHB）

9 SB 1075は元々は「Civil Law」と呼ばれていた
10 出典 : インディアナ州上院法案番号 529、採用版
11 出典 : ケンタッキー州下院議決案 113、11通常国会

他州における類似法案

ワシントン州不正競争防止法に似た法案は、アリゾナ、カリフォルニア、コネティカット、イリノイ、インディアナ、ケンタッキー、ルイジアナ、
マサチューセッツ、ミズーリ、ニューヨーク、ノースカロライナ、オレゴン、ユタなど、他州でも検討されています。しかし、その多くは完成度
が低いか、初期の調査段階に留まっています。

図3 は、IT 盗用に関する法案と、2012 年初頭時点での各法案の状態の概要です。

ITの盗用と不正競争に対処する法案を採用している州が多いと 
いう点では、反応は比較的良好といえます。採用された法案数
を見ると、多くの州が、違法 IＴを使用した反競争的行為による 

経済への悪影響について深刻に受け止めていることがわかりま
す。今後も類似の法案の可決が見込まれるものの、実際の執行
において成功するかどうかは未知数です。

図 3: 違法 ITに関する米国内での類似法案の概要 7
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連邦レベルでの類似法案

米国連邦政府レベルでは、反トラスト、または不正競争に該当する
行為は連邦議会が設立した独立機関である連邦取引委員会（FTC）
により規制されていますが、違法ITの使用やそれによって生じる 
不正競争に関連した法律や法令はまだ施行されていません。

2012年、オバマ大統領は一般教書演説で、米国の製造業が外国
の製造業者による不正な競争行為によって悪影響を受けていると
発言しました。たとえば、一部の海外製造業者は、違法 ITを使用
して生産コストを下げ略奪的な価格設定を行うことにより高い利益
を得て、米国の製造業者が公正に競争することを困難にしました。
この結果、米国の製造業界は存亡の危機に直面し、製造業の収益
低下と雇用喪失を招きました。

こうした海外製造業者による不正な競争行為の影響を抑制するた
めにオバマ大統領が取った手段の 1つが、Interagency Trade 
Enforcement Centre（ITEC）の創設です。

2012年 2月に新設されたこの ITECは、「世界で起きている不
公正な通商行為を調査し、これに対抗するため連邦政府の資源を
積極的に投入」13するとともに、各種政府機関と共同で取り組ん
でいます。

図 4: 州司法長官から FTCへの書簡とFTCからの返答 12 

州司法長官は FTCに対し、徹底した行動を取るよう要請

• 米国の 36の州と3地域を代表する州司法長官のグループは、FTCに宛
てた 2011年 10月の書簡で、不正な競争上の利益を得るため違法 IT 
を使用している製造業者を各州法または「ミニ FTC 法」を用いて起訴す
る意思がある、と述べた。

• この州司法長官のグループは FTC に対し、FTCの権限とリソースを使っ
てこうした違法な製造業者に対して徹底した行動をとり、国内の製造業者
が正当な競争を行えるよう要請している

• これに対しFTCは、違法 ITの使用により不正な競争上の利益が発生して
いることを認めたうえで、「公正競争と知的財産を巡る問題の調査に力を
注ぐ」と回答した

ITEC は国際的な通商協定および国内的な取引法に則した公正な
競争秩序を維持する任務を負っており、今後、不正競争における
違法 ITの役割は必要に応じて調査、追跡の対象となります。この
ことは経済活動における違法 ITの影響に対する連邦レベルの先例
を作るものとして有利に働き、ワシントン州不正競争防止法のよう
な国内法の整備に役立ちます。さらに、米国連邦レベルでこの問
題がより詳しく調査されることにより、類似の国際的な立法にも影
響することが考えられます。

米国内のその他の動向

違法 IT の使用による不正な競争上の利益に取り組む立法的な努
力の一方で、IT と知的財産権に関する議論が交わされています。
米国では、インターネット上の知的財産権侵害 14に対処するため、
既存法の拡大や新たな法律の策定を巡り議論が続いています。イ
ンターネット上の知的財産権侵害に対して、主に 2つの動きがあ
ります。1つはインターネットのみを対象とした新しい規則や規制
の創設を目指す動き、もう 1 つはインターネットを現実世界と同
等と見なし、インターネット上の違反行為も現実で起きた場合と同
様に扱う動きです。ただし、現実世界での理解をそのままオンラ
イン上の問題に当てはめると、思わぬ障害に当たる可能性があり
ます。

いついかなる形で行われたものであろうとも、違法 ITへの対処は
容易なものではありません。現実世界での法律がインターネット
にも影響を与え始めたように見えますが、インターネットには現実
世界とかなり異なる独自のルールが存在するため注意が必要です。
それでも今後現実世界における進歩や決定はインターネットにも次
第に影響していくでしょう。インターネット上のあらゆる活動の基
盤がテクノロジーにあることを鑑みれば、上記の影響は ITの合法
性の問題について特に妥協するでしょうし、インターネットを独自
の規範を持つ別個の管轄と考えることはできません。

12 州司法長官から FTCへの書簡（2011年 11月 4日）、FTC委員長からワシ
ントン州司法長官への書簡（2012年 3月 13日）

13 出典 : ホワイトハウス、「Executive Order – Establishment of the Interagency 
Trade Enforcement Center」

14 これも違法 ITの一種と見なされる



7

図 5: SOPA/PIPAと2012年 1月 18日の抗議活動 15 

SOPAおよび PIPA

• ワシントン州不正競争防止法を現実世界の法律の一例とすれば、インター
ネットでの同様の状況に対処する法案としては、米国議会が取り上げたオ
ンライン海賊行為防止法（SOPA: Stop Online Piracy Act）と知的財産
保護法（PIPA: Protect IP Act）がある

• ワシントン州不正競争防止法 は、違法 IT 使用につき海外（または国内）
の製造業者を訴えることを米国の製造業者に許可している

• SOPA および PIPA は、米国内の著作権保持者が、権利侵害を行って
いる Web サイトの停止と、決済業者や広告主、検索エンジンに対して
問題サイトとのリンクの停止を求める裁判所命令を要求できるようにす
ることで、著作権を侵害する国内外のWebサイトを取り締まる

• ワシントン州不正競争防止法が多くの賛同を得ている一方で、SOPA と 
PIPA に対しては否定的な意見が多く寄せられている。反対派は、2012 
年 1 月 18 日、インターネット上の 75,000のサイトを「閉鎖」すること
で大規模な抗議活動を展開し、米国議会は SOPA と PIPAを無期限に保
留とした。

15 出典 : Wikipedia、Wired、Zachary Johnson

インターネット上の違法 ITに関しては既述の法律に加え、違法 IT 
の使用による不当な競争上の利益を非難する草の根運動も増えて
います。たとえば、ライセンス付与されていないソフトウェアの使
用に対する米国政府による継続的措置を求める運動や、ITの技術
革新を保護することで自国経済の保護を呼びかける運動などがあ
ります。このような草の根運動が ITの盗用と雇用喪失を同一視
することからきた保護主義的思考に根ざしているとしても、合法な
ITの使用を促すことで経済活動を正常化させるという彼らの共通
の目的は、米国の各州レベルと連邦政府レベルで起きている動き
の延長線上にあると見ることができます。

不当な競争上の利益につながる違法 ITの使用がもたらす悪影響が
広く認識されるに伴い、この問題の重要性は一層明らかとなってき
ており、今後この問題に対する関心はさらに高まっていくでしょう。
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米国以外における動向

米国では違法ITの使用と公正競争に及ぼす影響に特化した規則や
規制を導入する道が切り拓かれてきました。他の国や地域では同様
の法律はまだ存在しませんが、公正競争促進に関する法律や著作
権および知的財産に関する法律は存在しています。実際、多くの国
には、反競争的行為を扱う競争法やそうした法律の執行を支える規
制機関が存在します。知的財産権侵害および不正ソフトウェアの使
用を取り締まる法律も多くの国では一般的です。

しかし、反競争的行為を扱う法律は通常、独占的行為の阻止や 製品
の（または業界内での）競争的取引に対する制約といった問題に対
処することを目的としています。違法ITの使用を対象とした法律は
通常、反競争的行為とは区分され、著作権者または関連する執行機
関によって行使されます。欧州委員会16は、違法ITの使用および配
布を抑止するために、知的財産関連の法律の変更を検討していると
いわれていますが、ワシントン州不正競争防止法と同様の具体的な
法律が導入されるかどうかは明らかではなく、違法 IT の使用から生
じる反競争的行為に関する規制は、現在のところ米国以外ではまだ
あまり一般的ではありません。

図 6: 各国 /地域で実施されている不正競争関連法の概要 19 

カナダ

• 西欧諸国で最古の反トラスト法である競争法（Competition Act）が 1889年に成立
• カルテル、入札談合、再販価格維持、差別的・略奪的価格設定など、特定の違反行為を刑事罰をもって禁止。企業合併および特定の商行為 
（ひも付き販売、排他的取引、取引拒絶、支配的地位の濫用）の審査を許可

• カナダでのすべての商取引に適用（一部除外）
• 競争局長官、競争局、競争審判所、司法長官が執行

米国

• 米国の反トラスト法は、シャーマン法（Sherman Act、1890年成立）、クレイトン法（Clayton Act）、FTC法（Federal Trade 
Commission Act）、ロビンソン・パットマン法（Robinson-Patman Act）の 4つの主な法律に基づく

• 水平的価格固定、垂直的価格固定、入札談合、顧客または地域の分割、ボイコット、抱き合わせ販売を禁止。市場独占を阻止するため、
可能性のある企業合併の審査を許可

• ほとんどの商取引および商取引契約に適用（労働組合、農業共同組合、銀行などは除外）
• 司法省反トラスト局、FTC、州司法長官が執行

英国

• 英国の競争法は、英国とヨーロッパの要素から影響を受けている。国家レベルの重要性を持つ案件に適用される主な法律は競争法
（Competition Act、1998年）と企業法（Enterprise Act、2002年）

• 2種類の主な反競争的活動（反競争的協定および支配的地位の濫用）を禁止
• ほとんどの商取引および商取引契約に適用（一部除外）
• 公正取引庁、競争委員会が執行

欧州連合

• 1957年のローマ条約に欧州連合（EU）向けの競争規則が組み込まれる
• カルテル、独占、合併、国家補助の 4分野に対応
• 独特な点として、EUは独立した加盟国で構成されており、加盟国が自国企業を適切と思われる範囲で支援することは制限されていないため、
競争政策と欧州単一市場形成の両方の実効性がそがれる可能性がある

• 欧州委員会とその競争総局、加盟国の競争当局と裁判所が執行

中国

• 競争法は 1990年半ばに草案作成、2007年に成立
• 独占的協定、市場支配的地位の濫用、企業合併の審査、知的財産権の 4分野に対応
• 米国や EUと異なり、中国の競争法は国営企業にも適用
• 商務部、国家工商行政管理総局、国家発展改革委員会が執行

インド

• 1969年制定の独占及び制限的取引慣行法（Monopolies and Restrictive Trade Practices Act）に代わり、2002年に競争法
（Competition Act）を制定

• 企業による反競争的協定および支配的地位の濫用、特定クラスの企業結合を禁止
• 域外管轄権を許可（条件を満たした外国の合併または買収について、これがインド国内の関連市場に影響する場合は無効と宣言できる権限
をインド競争委員会に明示的に許可）

• インド競争委員会が執行

反競争的行為に関する法律の動向

競争法17（反トラスト法とも呼ばれます）は、企業による反競争的行
為を規制することで市場の公正競争を促進または維持するため
の法律です18。2008年の時点で、111の国が競争法を制定してお
り、2008 年までに人口 80,000人以上の国の半数以上が、競争法
を施行していることになります。図6は、現在競争法を施行している
いくつかの国の概要を示しています。

違法ITの使用について明記していない競争法もありますが、理論
上は、市場において不当な競争上の利益をもたらす違法ITの使用
もカバーされています。しかし実際のところ、違法ITが反競争的行
為の主な原因となっている深刻なケースはまだ発生していないと
見られます。
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ソフトウェアの知的財産権侵害に関する法律の動向

ソフトウェアの知的財産権侵害は、世界各国でますます深刻な問題
となっています。多くの国ではソフトウェアの知的財産権侵害に対
処するための法律を整備しており、著作権者は裁判所に補償を要
求できることになっています。ソフトウェアの知的財産権侵害は深
刻な問題であることから、刑罰も以前より厳格化しています。一
般的に、ソフトウェアの知的財産権に関する法律は政府の規制機
関や執行機関によって執行されます。この法律の執行がソフトウェ
アの知的財産権保護に重要な役割を果たす一方、規制当局の執行
能力や有効性は国によってまちまちです。次の表は複数の国と地
域におけるソフトウェアの知的財産権侵害に対する罰則を比較した
ものです。

図 7:ソフトウェアの知的財産権侵害に対する罰則の比較 20

国 /地域 最高罰金額 最長懲役期間 21

中国（本土）

最高 100,000人民元 
（約 15,800米ドル）または 
知的財産権保持者が被った経済的損
失に相当する金額の合計（損失被害
額の算出方法の難易度による） 

ライセンス無断使用
の手引きに対し、 
最長 7年の懲役

香港特別 
経済行政区

権利侵害 1件につき 
50,000香港ドル
（約 6,400米ドル）

最長 4年の懲役

インド 最高 200,000ルピー 
（約 4,000米ドル） 最長 3年の懲役

マレーシア
権利侵害 1件につき 
20,000ルピー
（約 6,600米ドル）

最長 5年の懲役

シンガポール 最高 20,000シンガポールドル 
（約 16,000米ドル） 最長 6か月の懲役

英国
最高 10,000ポンド（15,800米ド
ル）の法定罰金（懲罰的損害賠償
は認めず）

最長 10年の懲役

米国

権利侵害 1件につき 150,000米
ドルの法定罰金（民事事件の場合）
および追加の懲罰的損害賠償金、ま
たは 最高 250,000米ドル（刑事
事件の場合）

最長 5年の懲役

16 欧州委員会は欧州連合（EU）の執行機関で、EUの法律を提案および維持す
る責任を負い、27の全加盟国の代表者で構成されています。

17 競争法には通常、次の 3つの要素が含まれます。
1. 自由取引および企業間競争を制限する取り決めまたは行為の禁止。これは特に、カルテ
ルによる自由取引が引き起こすマイナス影響に対処するために設けられています。

2. 企業の市場独占に起因する不正行為、またはそうした独占的地位につながるおそれのあ
る反競争的行為の禁止。たとえば、価格設定に関連する行為（略奪的価格設定、価格
つり上げなど）や、取引に関連する行為（抱き合わせ販売、取引拒絶などの不買運動）
が含まれます。

3. 大企業（一部の合弁会社を含む）の合併および買収の審査と監視。公正な競争プロセ
スを脅かすと見なされる取引は、阻止するか、または市場独占の可能性を抑制する制限
の設置を条件として承認できます。

18 出典 : Martyn D. Taylor、「International competition law: a new dimension 
for the WTO?」

19 出典 : 「Legal publications of the listed countries」、EYによる分析
20 出典 : 「Legal publications of the listed countries」 
21 刑事事件の場合

ソフトウェアの知的財産権侵害を扱う法律を制定し、それを実効的
に執行することにより、多くの国はソフトウェアの無断使用の撲滅
を図っています。また、法律を制定し執行するだけでなく、ソフトウェ
アの知的財産権侵害についての教育を推進するとともに、その国
の可処分所得や平均世帯収入に応じた価格設定といった対策もソ
フトウェア無断使用の撲滅に効果を発揮してきました。

知的財産法と競争法の間の最も大きな問題は、知的財産権がどの
国でも概して独占的または準独占的権利と見なされる（特許や資
格付与によって排他的に扱われる）点です。知的財産権の保護は
創作者によるイノベーションを認知し、関連する利益を守ることが
目的ですが、競争法は独占的な行為の禁止を目的としており、一
見矛盾しています。しかし、違法 ITを使用して競争上の優位性を
不当に得ている製造業者のケースでは、知的財産法と比べ競争法
が優先的に採用される傾向があります。したがって、このようなケー
スに対応できる特定の法律がない法域においては、ソフトウェア知
的財産権法よりも競争法の方が法的責任を帰する際に重要な役割
を果たすということもできます。ワシントン州不正競争防止法と既
存の知的財産権法の大きな違いは、侵害者に対する管轄域外に
おける影響であり、ワシントン州不正競争防止法のもとでは侵害
者は金銭的な影響のみならず、主要な取引先を失う可能性があり
ます。
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図 8: 2012年 1月時点での ACTA 加盟国 22、23

ACTA署名国

欧州連合の署名によって 
網羅される署名国

欧州連合の署名によって 
網羅される非署名国

ACTA交渉中、または未署名の国

違法 ITおよび不正競争に対する懸念は、いまや世界中に広がっ
ています。こうした懸念が一つの形となって現れたものが、ACTA
（Anti-Counterfeiting Trade Agreement）「偽造品の取引の防 
止に関する協定（仮称）」です。

この条約は、知的財産権の国際標準の確立を目的としており、模
倣品、後発医薬品、インターネット上の著作権侵害といった公正
競争に影響する問題に対処するための国際的な法の枠組みを定め
るものです。

ACTAに賛成する国は、この条約が模造品販売や著作権保護コン
テンツの不正取引の世界的な取り締まりに貢献することを期待して
いますが、一方で SOPA/PIPAと同様に、ACTAに対しても反対
の声が出ています。反対派の主な懸念は、ACTAが表現の自由と
プライバシーを侵害するというもので、欧州各地において抗議運
動が広がりました。

公正競争の促進を目的とした IT関連ルールのその他の動向

本書執筆時点で ACTA署名国は、オーストラリア、カナダ、欧州
連合および欧州連合加盟 22カ国、韓国、メキシコ、モロッコ、ニュー
ジーランド、シンガポール、米国と日本の 31カ国 1地域ですが、
市民の強い反対運動に配慮した欧州議会は 2012年 7月、条約
の批准を否決しました。日本は同 10月、最初の批准国となりまし
たが、6カ国の批准を必要とするACTAは、当レポート執筆時点
においてまだ発効に至っていません。

しかしながら、知的財産権の保護とその施行に関する問題は雇用
と経済成長に直接影響することから、2012年 5月の 8か国首
脳会議（G8）において、知的財産権保護の重要性が各国首脳か
ら強く支持され、G8 各国首脳は情報の自由な交換を促進しつつ、
国際法や相互協定、政府および民間セクターのプロセスやベスト
プラクティスといった国内外にわたる様々な手段を通じて、知的財
産権の保護と施行に賛同することを表明しました。 

公正競争を促す IT関連ルールへの反応

ワシントン州不正競争防止法および類似の法律に対する反応は、
国内外ともに概ね肯定的です。賛成派はITに対する責任が強調さ
れている点を歓迎していますが、反対派は制御不能な要因に基づく
責任や金銭的負担の恐れがあるとして懸念を示しています。ワシ

ントン州不正競争防止法の導入は世界各地で議論の的となってお
り、特に自国製品の対米輸出量が大きいアジア諸国においては、新
聞や出版物がワシントン州不正競争防止法の影響と意味合いにつ
いて取り上げています。

22 出典 : CMBJ、Wikimedia Commons
23 加盟国は、メキシコ、オーストラリア、カナダ、日本、モロッコ、ニュージーラ
ンド、シンガポール、韓国、米国、欧州連合、その他 22か国
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図 9: アジアの新聞で取り上げられたワシントン州不正競争防止法関連のニュース記事 24

Bangkok Post

著作権侵害の取り締まりを強化する米国 
2012年 2月 24日
「タイは ワシントン州不正競争防止法の挑戦をチャンスに変えられるだろう。特に、ソフトウェアの著作権侵害が著しい中国との競争において、
この法律はタイに有利なものとなるだろう」

The Nation

ソフトウェア企業は米国の法律がタイにとって有利に働くと指摘 
2011年 10月 3日
「タイのソフトウェア業界団体は、ワシントン州不正競争防止法が、タイビジネスの「合法化」を一層推進し、社会全体に利益をもたらすと楽
観視している。< 中略 > 合法化にかかるコストは安くないが、それがもたらす安心感を考えると、ソフトウェア合法化へのコスト投入はそれだ
けの価値がある」

The Jakarta Post

保護主義を推進して経済危機に対処 
2011年 12月 12日
「インドネシアは、今回米国の 2つの州で施行された法律の標的になるだろう。インドネシア政府は、この状況をただ座って見過ごすわけには
いかない」

The Star

対米輸出業者にライセンス付与されたソフトウェアの使用を義務付け 
2012年 1月 12日
「必要なのは、外部監査機関から監査証明を取得し、使用したソフトウェアの支払いが済んでいることを提示するだけだ。そうしておけば、
追加費用は低く抑えられるはずである」

New Straits 
Times

米国、ITを不正使用した製造業者を取り締まる法律を制定 
2011年 12月 7日
「<中略 >IT法を整備した東南アジア地域の製造業者にとって、中国との輸出競争におけるまたとないチャンスとなる」

China Daily

ワシントン州不正競争防止法とそれが中国製造企業に及ぼす影響 
2011年 12月 27日
「この法律が中国の製造業に与える主な影響として、（i） 知的財産権のリスク増大、<中略 >（ii） 顧客および市場シェアの損失リスクの増大が 
見込まれる」

Vietnam 
Investment 
Review

ワシントン州不正競争防止法、対処すべき重要な問題 
2011年 12月 12日
「これは、ベトナムにとって対米輸出拡大のチャンスかもしれない。これを機に、ワシントン州不正競争防止法 への準拠を徹底するよう企業に
働きかけるべきだ」

製造業に強い関心を持つ国は自国の製造業界に対し、IT関連の法律の遵守を促してきました。これは、コンプライアンスが市場競争に
おける差別化要因となっていることを示しています。また、多くの事業者団体、業界団体、法律事務所は、加盟企業や顧客に対し、ワシ
ントン州不正競争防止法および類似の法律を遵守する最善の方法について助言を行い、ビジネスオペレーションに与えうる悪影響を軽減
しようとしています。

図 10: ワシントン州不正競争防止法に対する反応と類似の法律 25

テクノロジー業界

• テクノロジー業界には賛成派と反対派の双方が存在
• 賛成派は ITを使用する際の責任が強調されている点を評価 
• 反対派は、根拠のない訴訟が発生する可能性、およびサプライ
バリューチェーンでのコンプライアンス確保にかかる追加コス
トを懸念

法律事務所

事業団体および産業団体

製造および小売業界

• これらの団体からの反応は概ね肯定的。団体加盟企業に対しコンプ
ライアンスのメリットを強調 

• 製造業界は、ワシントン州不正競争防止法や類似の法律に
対し、否定的な反応は 示していない模様。すでにコンプラ
イアンスを実現している 製造業者は、そうでない業者と差
別化を図れ、市場の公平性が保たれる点を歓迎

• 小売業界の加盟者の中には、制御不能な要因により金銭的な負荷や責任
を負う可能性を理由に、こうした法律を歓迎しない者もある

• 海外顧客、および製造業を主な事業対象とする国内顧客
を持つ法律事務所では、顧客のコンプライアンスをどのよう
に実現 できるかに関する文書を積極的に発行している

• 例 : Baker & McKenzie、Perkins Coie、Hogan Lovells、
Mayer Brownなどの国際法律事務所、および Tilleke & Gibbins（タ
イおよびベトナム）、Anand And Anand Advocates（インド）などの
現地法律事務所

• 例 : ACT（国際規模）、QBPC、CCCME（中国本土）、
HKTDC（香港）、ACMA（インド）、MATRADE（マレーシア）
などの団体ワシントン州 

不正競争防止法 
および類似の法律に 
対する反応

国や業界を超えた影響力を持つ法律はどれもそうであるように、ワシントン州不正競争防止法に対する反応もさまざまです。しかし、同法
と類似の法律 に対する全体的な反応は概ね肯定的で、法律および知的財産の専門家はこれらの法律は今後米国内外で当たり前のものに
なっていくだろうと予測しています。

24 出典 : Bangkok Post（タイ）、The Nation（タイ）、Jakarta Post（イン
ドネシア）、The Star（マレーシア）、New Straits Times（マレーシア）、
China Daily（中国本土）、Vietnam Investment Review（ベトナム） 

25 出典 : 各種文献、EYによる分析



ITに関する新しいルールが 
もたらす影響

違法 ITの使用およびそれによって生じる不当な競争上の利益を規制する新たな IT関連
法規により、いくつかの影響が予想されますがその影響度合いは当事者により異なります。
たとえば、製造業内部に身を置く人物であれば、より大きな影響を感じるでしょう。GDP
成長率や貿易、輸入分布なども最初に影響を受けると考えられます。業界レベルでは、
製造業のバリューチェーンおよび IT 業界に身を置く人物が影響を受けると考えられます。

この章では、ワシントン州不正競争防止法およびそれに類する法律が特定の国または業界
にどのように影響するのか、その結果としてどのようなビジネスチャンスが生まれる可能性
があるのか、について考察します。さらに、こうした影響に対処するための対策や戦略の
動向を取り上げ、その例についても詳しく説明します。

特定の国への影響
違法ITの使用とそれによる不当な優位性の獲得を規制する 
ワシントン州不正競争防止法および類似の法律には、マクロ 
経済的見地からの直接的および間接的な意味がいくつかあり
ます。たとえば、大規模な対米取引、特に自国製品の対米輸出
を大量に抱える国は、かなりの影響を受けることが予測されま
す。最初に思い浮かぶのは、次の4分野への影響です。

1. GDP成長 ー ワシントン州不正競争防止法を遵守するた
め、製造業界では合法 ITの調達が進み、IT支出が増大
します。この IT支出の規模が十分大きいものであれば、
その国の GDP成長につ ながるでしょう。

2. 製造間接費 /コスト ー IT 支出が増えると、生産製品の製
造コスト上昇に直接つながり、このような製造コストの上昇
が輸出製品の販売価格に影響するでしょう。

3. 世界的な工業製品の輸出動向 ー  「いかなる経済圏にお
いても公正な競争は重要なものであり、違法 IT の使用
は市場全体に大きな影響を及ぼすものである」との理解
が深まり、人々の意識変革が進むとみられますが、中短
期的な影響は乏しいでしょう。

4. 工業製品の対米輸出 ー ワシントン州不正競争防止法
非遵守によるリスクを避けるため、製造業者、特に輸
出全体に占める対米輸出の割合が低い事業者には自社
製品の対米輸出中止という選択肢もあります。この場
合、結果として対米輸出の傾向に変化が生じる国もあ
るでしょう。

12 ITおよび公正競争に関する新しいルール - 動向と影響



13

図 11: 経済的影響モデルのフロー
直接的影響

外因

検討要因

結果

名目 GDPへの潜在的影響
ワシントン州不正競争防止法および類似の違法 ITに関
する法律を受け、コンプライアンス確保のため製造業者
の IT支出が増すかもしれません。このことが経済活動
における IT支出の増加をもたらし、もし製造業の IT支
出が十分に大きいものであれば、GDPの成長ももたら
すことになると考えられます。この仮説をもとに上記モ
デルにあてはめてみたところ、製造業者の IT支出が名
目 GDPに重大な影響を与えるという証拠は得られませ
んでした。そもそも名目 GDPにおける IT支出の割合
は経済全体からみてそれほど大きいものではなく、さら
に製造業の IT支出はより少ないためです。

ここではワシントン州不正競争防止法および類似の法律
が製造業の IT支出に影響を与える例として中国を例に
取ります。図 12は、中国の名目 GDPは 2010年から
2016年の間に 2倍以上と著しく成長するとの予想を示
しています。図 13は、ワシントン州不正競争防止法の
影響により製造業者の IT支出が増えるとした場合のグ
ラフです。中国の製造業全体の IT支出は名目 GDPの
0.2%未満にとどまっていることから、同法および類似
の法律を受けて製造業者の IT支出が増加しても、中国
の名目 GDPには大きな影響を与えないといえます。他
のアジア諸国でも同様の結果が得られました。

図 12: 各国の名目 GDP成長予測（単位 : 十億米ドル）26

20,000

15,000

10,000

5,000

0
2008年

米国 中国 インド インドネシア トルコ

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

台湾 マレーシア フィリピン ベトナム

26 出典 : IHS Global Insight
27 出典 : IHS Global Insight、米国国勢調査局、

CCW Research、EYによる分析

図 13: 名目 GDP に対する製造業者の IT 支出の割合の予測 27

0.4%

0.3%

0.2%

0.1%

0.0%

2010年 2012年 2014年2011年 2013年 2015年 2016年

米国の IT支出 /
GDP

中国の IT支出 /GDP 
（ワシントン州不正競争防止法あり）

中国の IT支出 /
GDP

前述の4分野における潜在的な影響を分析するため、概念レベルの経済的影響モデルを作成しました。このモデルの原理は図11に示す通り
です。このモデルは、製造業への依存度が比較的高いアジアの国と地域（具体的には中国、インド、インドネシア、マレーシア、フィリピン、ベト
ナム）を対象としています。また、これらアジア諸国と貿易規模において類似しており、国内製造業の業績が世界経済の影響を非常に受けや
すい点でも類似しているトルコを含んでいます。

GDPに対する 
IT 支出の
割合

GDPの動向
GDP成長率への大きな
影響はない

製造業のコスト上昇は、
米国およびその他の国に
対する販売価格に影響す
る可能性がある

製造間接費に 
ITコストが 
含まれる

ワシントン州不正競争
防止法および類似の
法律

製造過程への 
影響

製造過程への 
影響

IT支出の増加

製造販売が 大きく変化す
る可能性 は低い

輸入動向に変化が生じる
かもしれない

グローバルな 
製造業の物流

米国における
輸入品の流通

製造業におけ
る人件費への
影響

製造業の  
競争環境に
変化

影響を受けた 
製品が米国へ 
流入

米国の 
輸入への影響

製造コストの
増加
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製造間接費 への影響

前述のIT支出モデルを使用して、ワシントン州不正競争防止法が
米国以外の国における製造間接費にどのような影響を及ぼすかを
分析すると、製造業生産高に対する製造業者のIT支出の割合（付
加価値込）は、年ごとに上昇すると予想されます。製造業生産高に
対するIT支出の割合（付加価値込）を米国と中国で比較した結果を
図14に示します。

ただし、ワシントン州不正競争防止法の影響を受けたとしても、IT
支出が製造業生産高（付加価値込）の3%を上回ることはないと予
測されます。また、人件費（通常は製造業生産高（付加価値込）の
30%～40%）に比べると、IT支出はほんのわずかと考えられます。
このように、製造コスト全体に与える影響はその構成を変えるほど
のものではなく、その他のコストに影響する可能性も低いと考えら
れます29。

製造業の輸出への潜在的影響
ワシントン州不正競争防止法は違法 ITが市場全体に大きな影響を
与え得るという意識改革を製造業者にもたらす一方、製造業の輸
出への短中期的な影響はあまりないと考えられます。しかし長期
的には、違法 ITの使用率が高い製造業者は世界の輸出市場で次
第に競争力を失っていく可能性があります。

図 14: 製造業生産高に対する製造業者の IT 支出の割合の予測
         （付加価値込）28
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1.5%
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2.5%

2010年 2012年 2014年2011年 2013年 2015年 2016年

米国中国 
（ワシントン州不正競争防止法あり）

中国

28 出典 : 世界銀行、EYによる分析
29 高額な IT支出の原因となる販売価格の上昇など
30 出典 : 米国国勢調査局、BSA、業界専門家による予測 

図 15:  2011年度の主要な国 /地域からの輸入割合と 
ライセンス付与されていないソフトウェアの使用率（推定）30

国 /地域

米国の 
輸入に 
対する 
割合

主な輸入品目

ライセンス 
付与されて
いない 
ソフトウェア
の使用率

中国（本土） 18.1%
コンピューターおよび 
コンピューター関連製品、 
家庭用品、玩具

79%

香港特別 
経済行政区

0.2%
宝飾品、通信機器、 
コンピューター関連製品、 
玩具

45%

インド 1.6% 宝石、衣料品、医薬品 42%

インドネシア 0.9% 衣料品、天然ゴム 87%

マレーシア 1.2%
半導体、通信機器、 
コンピューター関連製品

56%

フィリピン 0.4%
半導体、コンピューター 
関連製品、食用油

69%

台湾 1.9%
家庭用品、半導体、 
コンピューター関連製品

37%

トルコ 0.2% 車、鉄関連製品、衣料品 62%

ベトナム 0.8% 衣料品、家具、靴 82%

米国における輸入貿易分布への潜在的影響

このセクションでは、米国の輸入貿易分布に対する潜在的な影響を
取り上げます。現在、いくつかの州で違法ITと公正競争に関する法
律が施行されているためです。加えて、ワシントン州は米国の主要
な輸入拠点であるため、ここでは輸入地点はワシントン州不正競争
防止法が輸入に影響を与えない場合の要素とはならないと仮定し
ます。

分析対象国（中国、インドその他）のうち、ほとんどの経済圏は米国
の主要な輸入元ではありません。ただし中国は例外です。中国の
2011年の対米輸出は、米国の輸入全体の18%を占めています。



インドネシア、ベトナム、中国、フィリピン、トルコなど、ソフトウェ
アの違法コピー率が 60%を超える国および地域は、ワシントン州
不正競争防止法および類似の法律の影響を受け得ると推測できま
す。しかし前述の分析モデルは同法を遵守するための IT支出の増
加は製造コストに大きく影響するものではないことを示しています。
この結果をふまえると、製造業者の IT支出の増加は米国の輸入価
格上昇に直接の影響を与えることはない、と推測できます。したがっ
てワシントン州不正競争防止法および類似の法律の影響は、価格
上昇のような間接的影響ではなくコンプライアンスの欠如という直
接的な形で表れるでしょう。このことは、各国の製造業者が米国の
ような違法 ITに関する規制が整備された国の企業と製造委託契約
を結び維持していくにはコンプライアンスが重要となることも意味
します。

米国の主な輸入元と輸入品目を見ても、ワシントン州不正競争防止
法および米国内の類似の法律がどのような影響を及ぼすかがわかり
ます。（図 16）

• ソフトウェアの違法コピー使用率 ー 輸入量の多い相手国のほ
とんどは違法コピーの使用率は比較的低く、ワシントン州不正
競争防止法および類似の法律の影響は少ないと考えられます。

• 工業製品の輸入 ー ソフトウェアの違法コピー使用率が高い国
の場合、必ずしも工業製品を米国に輸出することはないかもし
れません。たとえばベネズエラでは、違法コピー使用率は高い
ものの（88%）、対米輸出品の中心は石油および石油関連製品
であり、ワシントン州不正競争防止法および類似の法律の影響
は受けにくいと考えられます。

図 16: 2011年度の米国輸入相手国の上位 15か国 31

順位 国 /地域
輸入金額 
（単位 : 十億
米ドル）

米国の輸入 
全体に対す
る割合

主な輸入品目
違法コピー 
ソフトウェアの 
使用率 32

1 中国（本土） 399.3 18.1% コンピューターおよびコンピューター関連製品、家庭用品、玩具 79%

2 カナダ 316.5 14.3% 石油およびその他石油製品、車 28%

3 メキシコ 263.1 11.9% 石油、その他製造品、車 58%

4 日本 128.8 5.8% 車、産業用機械 20%

5 ドイツ 98.4 4.5% 車、医薬品、産業用機械 27%

6 韓国 56.6 2.6% 車、家庭用品、半導体 40%

7 英国 51.2 2.3% 医薬品、その他石油製品、車 27%

8 サウジアラビア 47.5 2.2% 石油およびその他石油製品 52%

9 ベネズエラ 43.3 2.0% 石油およびその他石油製品 88%

10 台湾 41.3 1.9% 家庭用品、半導体、コンピューター関連製品 37%

11 フランス 40.0 1.8% 医薬品、航空機および航空機関連製品 39%

12 アイルランド 39.2 1.8% 医薬品、家庭用品、飲料水 35%

13 インド 36.2 1.6% 宝石、衣料品、医薬品 42%

14 ロシア 34.6 1.6% 石油およびその他石油製品 65%

15 イタリア 34.0 1.5% ココア豆、砂糖、肉製品 49%

米国における輸入動向に変化が生じる可能性もありますが、現時点ではそれがどの程度の規模になるかは不明です。というのも輸入動向
は輸入元の国のリスクに対する考え方やワシントン州不正競争防止法および関連法を契機とする法的行動および代替輸入品の有無や輸入
元の国における工業製品の輸出比率などいくつかの要因が関係するためです。これまでのところ、上記の国や地域からの輸入が、ワシン
トン州不正競争防止法 および類似の法律の影響を受ける可能性を示す明確な証拠はありません。ただし、今後変わる可能性はあります。
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31 出典 : 米国国勢調査局、BSA、業界専門家による予測、EYによる分析
32 出典 : BSA、業界専門家による予測



製造業のバリューチェーンへの影響
ワシントン州不正競争防止法および類似の法律は、ビジネスオペレーションにおける違法ITの使用に的を絞り、違反する製造業者を取り締ま
る目的で策定されました。この法律により、小売業などのサードパーティも、取引先の供給業者がコンプライアンスを満たしていない場合は
責任を問われる可能性があります。つまり、同様の影響を最も受けやすいのは製造業のバリューチェーンに属するプレイヤーだといえます。

図17は、製造業のバリューチェーンに属するプレイヤーと、各プレイヤーの主な役割を示しています。

図 17: 製造業のバリューチェーンと主な役割 33

ここに挙げた役割のすべてを単独で担っているような企業は自社でバリューチェーン全体の機能を持っています。たとえばグローバルに 
展開し業界をリードするテクノロジー企業を取引相手とするOEM企業のような大手製造業者が挙げられます。こうした企業では社内での 
違法ITの使用がバリューチェーンの上流と下流のすべてのプロセスに影響するため、役割別の意味を考えることは現実的ではないでしょう。

製品開発 調達および 
物流

マーケティング、 
販売、流通

製造 アフターケア

• プロトタイプの設計

• プロトタイプの開発

• プロトタイプのテスト

• 製品の仕上げ

• 部品および 
原材料の供給

• 輸送および保管

• 在庫管理

• 販売用製品の 
実際の生産

• 製品のマーケティング

• 各種販路を介した 
販売および流通

• 国内および海外市場 
向けのマーケティング

• 販売後のサービス 
およびメンテナンス
（該当の場合）

製造業のバリューチェーンに属するプレイヤーへの影響

図18は、製造業のバリューチェーンに属する各プレイヤーが直面すると予想される影響およびメリットとコストを示しています。製造業の 
バリューチェーンのうち、製造業者により近い位置にいるプレイヤーはより大きな影響を受けると考えられます。一方、ワシントン州不正 
競争防止法および類似の法律が製造業者および小売業者を対象としていることから、サービスおよびメンテナンス会社のような小売業者
や流通業者よりも消費者により近い位置にいるプレイヤーはビジネスへの影響をほとんど受けないでしょう。
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33出典 : Value Chain Group, Supportian, EYによる分析

16 ITおよび公正競争に関する新しいルール - 動向と影響
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34  出典 : ガートナー社作成の図、EYによる分析

図 18: 製造業のバリューチェーンと主な役割

製造業のバリューチェーン 
のプレイヤー 影響 予想されるメリット 予想されるコストへの影響 34 

製品開発会社

• このグループのプレイヤーは、ビジネスオペレー 
ションでの IT 依存度が高いため、違法 ITに関
する規制に確実に準拠することが必要となるだ
ろう

• 違法 IT を使用しない製品の方が輸出市場
において有利であることを認識していれば、
企業は革新的な製品の開発により労力を投
入し得るだろう

• 製品開発プロセスにおいて IT
は重要な要素であるため、違
法 ITを使用していた場合、新
たな IT調達コストは大きくな
るかもしれない

部品 /原材料の 
供給業者

• 上流のプレイヤーが違法 IT の使用により賠償責
任を負うことになった場合（米国などの国が製品
の輸入を禁止した場合）、部品および原材料の売
上は悪影響を受けるかもしれない

• 製造業者は ワシントン州不正競争防止法に
準拠した取引先を求めるため、コンプライ
アンスの確保が確実であれば、部品 / 原材
料の需要増加につながるかもしれない

• 供給業者の要請による IT支出
の合計は年間営業費の 3%を
超えることはない

運輸会社

• 上流のプレイヤーが違法 ITにまつわる訴訟の責
任を負うことになった場合、運輸サー ビスの需
要に影響が及ぶかもしれない

• 逆に、上流のプレイヤーが現行の輸出先を法規
制の緩い別の国に変えた場合、需要はおそらく
変化せず、輸出量にも影響しないだろう

• 上流のプレイヤーが別の輸出先の検討を決
めた場合は、新たな運輸ルートが必要とな
るだろう

• 年間の IT 支出は、年間営業
費の 4% 未満と予測される

倉庫会社

• 取引相手が安心して倉庫業者との取引を継続で
きるよう、倉庫業者の ITシステムはコンプライ
アンスが確保される

• ただし倉庫業者はその特殊性と専門性から違法
ITを使用している可能性は少ないだろう

• 製造業者が自社製品を販売できなくなった
場合の倉庫業者への影響の有無は不明。
部品や原材料がすでに発注済の場合、その
保管場所が必要であり、倉庫業者にとって
は便益となるかもしれない

• しかし製造業者は減産するかもしれず、そ
の場合必要とされる原材料や部品も減少す
るであろうことから、倉庫業者に悪影響を
与えるかもしれない

• 倉庫業者の管理システムに係
るソフトウェア支出は大きいも
のになると予想されるが、そう
したソフトウェアは正規のもの
であることが多い

• したがって、コストに与える影
響は小さいと考えられる

製造会社

• 違法 ITの使用を訴えられた場合、米国での製品
販売禁止につながる可能性がある

• 米国のような規制のある国を避け、輸出先を変
える方が簡単だと考えている製造会社もある

• 製造業者は次の行動に出る前に様子見の姿勢を
取るかもしれない

• コストと時間の節約、市場における優越的
地位、セキュリティ強化、財務面での有利性

• これらの可能性については詳しく後述する

• コンプライアンスのための IT 
支出増加は製造業者の経費
全般に影響するかもしれな
い。このことは違法 ITに関
する規制を持つ国以外にも製
品販売価格の面で影響を与え
るだろう

• 年間の IT支出は年間営業費
の 3-4％の間になると予想さ
れる

マーケティングおよび 
広告代理店

• マーケティングや広報のメッセージをコンプライ
アンスの観点から適切に表現するため、ワシント
ン州不正競争防止法および類似の法律に関する
実用的な知識が求められるかもしれない

• 合法 IT を使用していることを製造業者に代
わって表明する必要があるため、マーケティ
ングおよび広告代理店の需要が高まる可能
性がある

• コストへの影響はそれほど大
きくないと予測される

流通業者および 
その他の販売経路

• バリューチェーンの下流にいるプレイヤーのコン
プライアンスの欠如から問題に発展することのな
いよう、米国の小売業者は十分な注意が必要

• 契約交渉中に、供給業者や製造業者からコンプ
ライアンスの証明書を要求できる

• 社内の法務担当者はワシントン州不正競争防止
法および類似の法律に精通し、法的責任に触れ
ないよう助言や戦略、提案を提供できる必要が
ある

• 消費者は、違法 ITに関する法律に準拠し
た製品を購入しようとするだろう

• バリューチェーンの下位に位
置するプレイヤーのコンプラ
イアンスを確認する目的で実
施されるデューデリジェンスに
より、コストに影響が出ること
がある

• 弁護が必要になると、多額の
訴訟費用が発生する可能性が
ある

サービスおよび 
メンテナンス会社

• これらのプレイヤーはワシントン州不正競争防止
法が対象としている製造業者や小売業者より上流
に位置することから、重大な影響を受けることは
考えにくい

• 大きなメリットは見当たらない • 大きなコスト支出は見当たら 
ない 
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コミュニケーション ソフトウェア

サービスコンサルティング

ハードウェア

ITエコシステム

• サーバーおよびストレージ
• ネットワーク機器
• エンドユーザーコンピューティングおよび周辺機器

• ソフトウェアライセンス
• サポートおよびメンテナンス

• システムの計画および設計
• 障害回復およびビジネス継続性 
• トレーニング、教育、その他コンサルティング

• アプリケーションの開発および統合
• インフラストラクチャのサポートおよび管理
• ヘルプデスクおよびユーザーサポート

• 音声サービス
• データサービス
• 総合サービス

図 20: 高度な ITエコシステム 36

ITプレイヤーにとっての意味とビジネスチャンス
ITに関する新しいルールが違法ITの使用とそれが公正競争に及ぼす悪影響に対処するためのものであることを前提とすると、ITプレイヤー
にとっては直接的な影響とビジネスチャンスがあるはずです。このセクションでは、ハードウェア、ソフトウェア、ITコンサルティングなど、IT
エコシステムのさまざまなプレイヤーに与える実質的な影響を考察します。

ITエコシステムの定義
この文書では、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、コミュニケーション、コンサルティングというカテゴリのITプレイヤーで構成される空間
を「ITエコシステム」と定義します。各カテゴリに含まれる各種コンポーネントの詳細は、図20で説明します。

図 19:  アジアの製造業における IT支出と合法 ITの認識度に関する 
ケーススタディ 35

アジアの製造業における IT支出と合法 ITの認識度
• IT支出の内訳

• 約 30%がソフトウェア、約 70%がハードウェア
• ソフトウェア費用はさらに、エンタープライズ向けアプリケーション
（60%～ 70%）と デスクトップアプリケーションに分けられる

• 過去数年間の IT支出（特にソフトウェア）の増加理由
• ライセンス付与された ITの使用の強化
• 長期的なコスト削減および効率向上にまつわる検討の進行
• ソフトウェア統合（および仮想化）の将来的価値の認識

• 多くの製造業者は、ワシントン州不正競争防止法および類似の法律につ
いて耳にしたことがある
• 業界団体との付き合いの中で聞いている
• 違法 ITの問題に関する認識度は、海外取引の多い都市部の方が 
高い。規模の小さい都市では、未だにコンプライアンスの問題が残っ
ている

• 中規模および大規模の企業は、競争力向上のため、コンプライアンス
を守っているところが多い

• IT サービスプロバイダーはワシントン州不正競争防止法および合法 IT の
必要性を認識しており、その知識を活かして顧客のコンプライアンスを支
援している

このケーススタディから導かれる結論は以下のとおりです。

• IT支出に対して前向き ー 正当な動機があれば IT投資 は厭わ
ないという製造業者が増えている。ビジネスオペレーションで
違法 IT を使用しないよう製造業者に促すには、 教育が重要な
役割を果たす

• 地元政府と業界団体の重要性 ー 違法ITの問題を企業に認識
させるには、政府と業界団体が重要な役割を持つ。政府と業界
団体は、違法ITを使用しないことのメリットを強調し合法ITの使
用を促すべき

• 認識度と実際のコンプライアンスとの乖離 ー 違法IT排除の必
要性は国を超えて深く認識されているにもかかわらず、実際の
コンプライアンスは未だに問題を抱えており、特に法の執行力
が弱い地域において顕著

• コンプライアンスの実現にはサービスプロバイダーの協力が 
重要 ー サービスプロバイダーは、違法ITに関する規制に遵守
するための必要要件を満たそうとする顧客を支援するスキルと
専門知識を持つ。しかし多くの製造業者は様子見の姿勢を崩し
ておらず、そうした顧客の意識に変化をもたらすため、サービス
プロバイダーによるいっそうの働きかけが必要

35 出典 : アジアの ITサービスプロバイダー各社への取材、EYによる分析
36 出典 : Ovum、EYによる分析

アーンスト・アンド・ヤングは、アジアの製造業界におけるIT支出の
現状をより深く理解するため、アジアのITサービスプロバイダーに
取材を行いました。以下は、アジアの製造業界におけるIT支出と合
法ITの認識度に関するケーススタディです。
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37 出典 : IDC、EYによる分析
38 注 : 「アプリケーションソリューション」は、ERP、CRM、SCMなどのアプリケー
ションを指します。「アプリケーションツール」は、開発、ミドルウェア、デー
タ分析のソフトウェアを指します。「システムインフラストラクチャソフトウェア」
は、セキュリティ、システム、ストレージのソフトウェアを指します。

39 出典 : BSAの 2010年度の著作権侵害に関する研究に基づいた業界専門家に
よる予測

図 22:  2010年度の企業による地域別ソフトウェア支出 
（単位 : 十億米ドル）37、38

アジア太平洋欧州、中東、
アフリカ

南北アメリカ

システムインフラストラクチャ 
ソフトウェア
アプリケーションツール
アプリケーションソリューション

42

27

16
10

24

35

73
45

20

図 22と図 23は、違法 ITの撲滅と公正競争の推進を図るワシント
ン州不正競争防止法および類似の法律が IT支出（具体的にはソフト
ウェア費用）に与える影響を示すものです。

アジア太平洋地域におけるソフトウェア費用は、アメリカおよびEMEA
（欧州、中東、アフリカ）地域よりはるかに少ないことがわかります。
その一因として考えられるのが、この地域でよく使用されている違法
ソフトウェアです。

対米輸出の多い主要な製造業者はアジア太平洋地域に多いことか
ら、ワシントン州不正競争防止法および類似の法律の影響により、
ライセンス付与された正規のソフトウェアの購入費用は今後同地域
で増えていくと予想することは十分可能でしょう。ただし同地域の製
造業者の中には、自社のビジネスオペレーションから違法 ITを完全
に排除する戦略よりも、少なくとも当面は米国への製品輸出の停止
を選択すると非公式に述べているところもあります。

図 21: ITエコシステムへの影響

ハードウェア

• ボリュームライセンスの誤用（支払い金額を超えた本数のソフトウェアの導入）があった場合は、インフラストラクチャ設備の需要が上昇す
るかもしれない

• コンプライアンスにかかる社内経費を抑制するため、企業はコンプライアンスを満たしているサービスプロバイダーからのリースを選択する
かもしれない

ソフトウェア

• ライセンス付与されていない違法コピーのソフトウェアは正規ライセンスを取得する必要がある。このことは製造業を中心としており、かつ
ソフトウェアの不正使用が多い国に大きな影響を与えるだろう

• ソフトウェア業者の規模に関係なく、国内外のソフトウェアプロバイダーに利益をもたらす
• 正規のソフトウェアライセンスを導入する際、ソフトウェア関連サービスも求められることになれば、サポートおよびメンテナンスの需要も向
上するだろう 

サービス
• ソフトウェア資産管理（SAM）システムや IT資産管理（ITAM）システムの実装など、違法 IT関連のコンプライアンスを満たすためのビジ
ネスチャンスが広がるだろう

• 違法 ITを使用している企業を対象としたコンプライアンス対応策の策定にもビジネスチャンスがある

コミュニケーション • SAM/ITAMシステムの実装と利用に伴い、データサービス関連でビジネスチャンスが拡大するかもしれない
• ただし ITに関する新たなルールと公正競争に関連する大きな影響はほとんどないだろう

コンサルティング

• コンプライアンスおよび違法 ITに関連する諸問題（IT監査、契約書の確認など）について助言を必要とする顧客に対し、新たにコンサルティ
ングサービスを提案するチャンスが生まれるだろう

• 加えて、コンプライアンス関連サービスの一環としてトレーニング（職場での合法 ITの重要性に関する従業員向け教育、十分なプロフェッショ
ナルを育てるためのトレーニングプログラムなど）を提供するチャンスもあるだろう

ITエコシステムへの潜在的影響
IT エコシステムとそのプレイヤーにどのような影響が及ぶかは、各プレイヤーが違法 IT に係る問題とどのような関わりを持っているかに
よって大きく変わります。たとえば、企業内の違法 IT がしばしば、ライセンス付与されていないソフトウェアの使用や、ボリュームライセ
ンスの誤用によって引き起こされていることから、ソフトウェア業者は ITに関する新たなルールによる影響を（良い意味で）最も大きく受
けます。コンサルティングや ITサービスなどのプレイヤーも同様です。図 21 は、IT エコシステムにおいて各プレイヤーが受ける可能性
のある影響とチャンスの種類を示しています。

図 23: 国 /地域別に見る企業内違法ソフトウェア使用率（推定）39

中国（本土） 79%

45%

42%

87%

56%

69%
37%

62%

82%
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香港特別経済行政区

インド

インドネシア

マレーシア

フィリピン

台湾

トルコ

ベトナム

米国
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考えられる可能性
現行の（そして将来の）ITに関するルールに準拠するため、企業は合法 ITの使用に努め、それを怠った場合の落とし穴（つまり代償が
伴うこと）について関係者に周知徹底する必要があります。一方で企業は、そうしたコストを次のような長期的メリットを実現するための
一種の投資と捉えることもできます。

• コストと時間の節約 ー 自動化された統合型ソフトウェア資産管理システムを所有することで、ソフトウェアライセンスやサポートのコス
トを削減できるほか、ソフトウェアライセンスの追跡と更新にかかる時間を節約できます。

• 競争上の優位性を獲得 ー 海外パートナーは、合法 ITを使用する企業と取り引きする傾向があるため、ビジネスオペレーションにおい
て違法 ITを使用する企業より有利な地位を獲得できます。

• セキュリティの向上 ー 違法 ITを使用することによるセキュリティリスクと、その結果として起こり得るビジネスの中断を回避できます。

• 財務的な見返り ー 違法 ITの使用に対して課せられる財務的なペナルティの支払いを回避できます。一部の国では違法 ITの使用が一
種の脱税行為と見なされ、これが見つかった場合は多額の財務的なペナルティが課せられる場合があります。さらに、ワシントン州不
正競争防止法などの法律が適用されて企業に対する訴訟が起こされると、多額の訴訟費用がかかる場合があります。

企業レベルだけでなく、IT業界全体にもメリットがもたらされる可能性があります。このセクションでは、違法 ITを取り締まる法律の導入
と、それが公正な競争に与える影響、ITエコシステムで発生すると考えられるいくつかの可能性について取り上げます。

サービス関連事業の可能性
違法 ITと公正競争を取り巻く法律を遵守することは製造業者にとって重要であり、将来は他の業界の企業にとっても重要となり得ます。
ITサービスプロバイダーはすでに、コンプライアンスに対処するためのサービスを提供しており、こうしたサービスがやがて違法 ITに
係る法律にも対処できるようになることはきわめて明白です。

図 25: ITサービスプロバイダーにとってのビジネスチャンスの可能性 41

サービスの可能性

• 資産管理サービス
（ITAM、SAMなど）

• コンプライアンス
サービス

• 契約の見直し 
サービス

• 外注 
ソリューション

• クラウド 
ソリューション

• IT監査サービス
• ITガバナンス 
サービス

図 24: 2010年度の地域別エンタープライズソフトウェア支出の内訳 40
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企業の地域別 IT支出パターンの分析では、ワシントン州不
正競争防止法および類似の法律の導入により IT支出が増加
するという兆候が見られます。たとえば、2010年度の地域
別エンタープライズソフトウェア支出に注目すると（図 24を
参照）、アジア太平洋地域の国々では、他地域に比べ、シス
テムインフラストラクチャソフトウェアの購入が多く、アプリ
ケーションソリューションの購入が少ない傾向が見られます。
アジア太平洋地域で、ワシントン州不正競争防止法および類
似の法律の遵守に役立つ SAMシステムを導入する企業が増
えれば、アプリケーションソリューションに対する IT支出が、
EMEAや北米より増えるはずです。

40 出典 : IDC、EYによる分析
41 出典 : ITサービスプロバイダー各社、EYによる分析



40 出典 : IDC、EYによる分析
41 出典 : ITサービスプロバイダー各社、EYによる分析

さらに、これらのサービスを提供するプロフェッショナルを養成する
ためのトレーニングプログラムの需要も高まるはずです。こうした
トレーニングプログラムは、特に違法 ITの法律に影響されやすい
製造業者を抱える国において多くの需要が見込まれます。

新たな認定 /標準
現在のところ、企業内における合法 ITの使用証明を監督する統一
機関はありません。しかし、一部のソフトウェアベンダーは現在、
SAMプログラムを独自に開発し、合法 ITを使用していることを保
証する方法として、顧客に導入を促しています。

将来的には、大手 OEM企業が業者に対し、ITインフラストラクチャ
において IT製品を合法的に使用していることを証明する文書を求

めることも考えられます。そうした需要に応えるため、大手ソフト 
ウェアベンダーが認可した第三者の認証機関が ITを監査し、企業
向けのコンプライアンスサービスを提供することになるかもしれま
せん。

さらに、国際的評価の高い著名な機関が「ホワイトリスト」サービ
スを提供し、取引相手が製造業者の経歴を確認できるようになる
可能性もあります。これが可能になれば、自社のビジネスオペレー
ションで合法 ITを使用していることが確実な製造業者との取引を
実現できます。取引相手に対するデューデリジェンスの必要性も減
るため時間とコストを節約でき、結果的には最終消費者に利益を
もたらします。

図 26: ITサービスプロバイダーのビジネスチャンスの例 42

サービスの種類 目的 考えられるサービスの例

資産管理サービス
資産を細やかに追跡することによ
り、違法 ITの社内使用によって
直面するリスクを緩和する

• ソフトウェア資産管理（SAM）システムの評価、設計、実装
• IT資産管理（ITAM）システムの評価、設計、実装
• SAM/ITAMの ISO標準と原則への準拠

コンプライアンス 
サービス

コンプライアンス要件の理解と準
拠を企業に徹底しつつ、コンプラ
イアンスの問題が疑われる外部
の取引相手を識別する

• 業者、取引相手、外部との取り決めや契約を確認および分析し、コンプライアンスを徹底
• サプライチェーンのコンプライアンスの評価
• 社内外の関係者のソフトウェアライセンスコンプライアンスの確認およびギャップ分析
• ITライセンス要件を特定し、ソフトウェアベンダーなどとの購入交渉を補佐
• 必要に応じて、コンプライアンスとライセンスに関する教育的セッションを実施

ITの監査および 
ガバナンスサービス

ITのライセンス取得とコンプライ
アンス実現を簡素化するためのポ
リシーやプロセスが整備されてい
ることを確認

• コンプライアンスに影響する可能性のあるアプリケーションとインフラストラクチャの 
確認

• 潜在的リスクのある分野の評価 
• 企業のポリシーと手順の確認および改善
• プロセスと制御方法の確認および改善
• 規制順守の確認

外注サービス
企業の ITシステムの一部または
全部を外注することによる違法 IT
リスクの低減

• 管理サービス（外部ベンダーへの ITシステムの完全委託など）
• 実装サービスおよびメンテナンスサービス
• クラウドベースソリューション

42 出典 : ITサービスプロバイダー各社、EYによる分析
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影響を受ける可能性のある国や企業が取るべき戦略
違法 ITと公正競争に関する法律がどのような影響を及ぼすかは、
当事者が誰かによって変わるため、そのような影響に対処するた
めの戦略もさまざまです。たとえば、企業への影響と国家への影
響はかなり異なるため、それぞれに適用される対策も異なります。
ただし、当事者が誰であろうと、想定される影響への対策として取
り得る主な戦略は 2つあります。

1. コンプライアンス ー 協調的な方法から敵対的な方法に至るま
で、さまざまな手法でコンプライアンスを確実に実現します。

2. 教育 ー 違法 ITの使用が市場全体に大きな影響を及ぼすこと、
どの経済圏でも公正な競争は重要であることを理解するよう意
識変革を促します 。

このセクションでは、国や企業が、違法 ITと公正競争の潜在的影
響に対処するために取り得る戦略に注目します。

国家レベルでの戦略
ワシントン州不正競争防止法のような法律がもたらす、国家間取
引における財務上の潜在的悪影響を予測するのは困難ですが、製
造業の輸出が多い国にとって、想定される悪影響に対処するため
の戦略を実行することは重要です。最大の問題（違法 IT）を対象
とした戦略は長期に及ぶことが見込まれ、コンプライアンスや教育
を巡る戦略や取り組み（短期的効果はあまり見込めませんが）が
今後展開されてくるでしょう。

国家レベルで導入され得る戦略には、次のものがあります。

• 知的財産権の保護強化 ー 知的財産権保護については多くの国
で厳格な法律が施行されていますが、ライセンス付与されてい
ないソフトウェアの使用率が高い国では十分な実効性がありま
せん。実効性の強化は国によってさまざまな形をとります。た
とえば、実効性の高い国では、強制捜査や定期査察の増加、
違反者への厳格な処罰、違法 ITの有無を調査する特別部門の
設置などが見られます。

• 国民の意識改革プログラムの実施 ー 職場で違法 ITの使用に
気付いた場合の通報を奨励したり（該当者には対価や報償を提
供するなど）、ビジネスオペレーション全体で合法 ITの使用を
証明できる企業には減税や税金払い戻しなどの処置を行うなど
といったプログラムが考えられます。

• その他考えられる戦略 ー ソフトウェアライセンスにかかるコス
トが障壁となって市場進出できないでいる企業（特に中小企業
（SME））を抱える国では、政府や関連業界団体と IT企業が
協同して、その国独自の価格設定を決め、ITの合法的な使用
を促進することもできます。さらに、業界団体側から、より手
頃な価格の代替プラットフォーム /サービスや国内開発ソリュー
ションなどを提案することもできるでしょう。

• 新たな教育的取り組みの導入 ー 違法 ITの使用に対処するう
えでは教育が重要です。多くの国ではすでに、さまざまな教育
的または社会的な意識改革の取り組みが行われています。産
業界を対象とした教育的取り組みにおいて、違法 ITを採り上げ、
ビジネスオペレーションでこれを使用しないように促しつつ、違
法 ITの使用が疑われる国や企業との取引が招く影響を強調す
る必要があります。さらに、国民全体の意識を改革する取り組
みも検討すべきです。こうした取り組みが目指すのは、家庭、
学校、職場で、知的財産権および合法 ITを使用することの重
要性を教え込むことです。
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社内向け戦略のオプション
公正競争に関する ITの新しいルールがもたらす潜在的影響に対処
するため、企業（製造業者またはサードパーティ）が採り得る全体
戦略はコンプライアンスを守ることです。ここでいうコンプライア
ンスとは、企業内のコンプライアンスであり、サプライチェーンの
コンプライアンスも必要に応じて含まれます。この新しいルールの
コンプライアンスは、いくつかの方法で実現できます。詳しくは、
このセクションの後半で説明します。

海外の製造業者が、この公正競争に関する ITの新しいルールに
従うとすれば、その動機はコンプライアンスによる他社との差別化
です。他社との差別化以外にも、コンプライアンスの実現にはい
くつかのメリットがあります。こうしたメリットの概要を図 29に示
します。これらのメリットは、企業の事業戦略全体にも影響します。
たとえば、法令を遵守しない他社と積極的に差別化を図ることで、
海外との取引契約の可能性や、取引先との関係を一層強化するこ
とができます。

図 28: 国家レベルのコンプライアンスと教育のメリット

コンプライアンスのメリット

• 差別化のための競争力を 
得られる

• 時間とコストを節約できる
• （コンプライアンスレベル
の高さにより）国内外の 
投資額が増える

• 生産性を向上できる
• 国際市場での評価が高まる

教育のメリット

• 知識経済の原動力となる
• 将来世代の意識改革を 
実現できる

• 革新性と創造性が 
促進される

• 国内産業が成長する

このような取り組みやプログラムは、十分な準備を重ね、政府の
支援を得たコンプライアンス戦略モデルがあってこそ実現します。
たとえば、西オーストラリア州政府の商務省は、法令遵守を確実
に行うための総合的な枠組みを確立しました。この枠組みは当初、
消費者と雇用に関する法律のために設計されましたが、合法 ITの
コンプライアンス戦略モデルを策定するうえでのガイドとしても 
活用できます。

政府および業界団体は今後、違法 ITの使用がもたらす悪影響に
対処するメリットを発信する必要があります。図 28は、コンプラ
イアンスの実現と合法 ITの重要性に関する教育によってもたらさ
れると想定されるメリットの例です。

いかなる戦略をとるにしろ、違法 ITの使用に対処するには多大な
時間と努力が求められます。というのも、特にこのような戦略にお
ける成功の主要因は、国民の意識を変えることだからです。しかし、
そこから得られるメリットは大きく、結果的に公正取引と知的財産
権保護を実現する国として地位の確立につながります。

厳格な政府の対策がソフトウェア著作権侵害の削減を実現

北京 - 政府によるソフトウェア著作権侵害撲滅の対策強化が、ソフトウェアプ
ロバイダーに確かなメリットをもたらしている。

中国では今年、中央政府と地方政府のコンピューターを詳しく調査するた
めの査察チームを組織し、全部門で認可ソフトウェアを使用するよう徹底し、 
国内で販売されたコンピューターのインストール済みソフトウェアの検査を 
強化した。

知的財産権侵害を取り締まる、政府主導の度重なるキャンペーンの結果、 
健全なビジネス環境が構築され、この国のソフトウェア業界の発展が促進 
された。

図 27: 違法 ITに対する政府主導の取り組み（現地メディアの報道など
から抜粋 43

フィリピンの著作権侵害取り締まりで企業が対象に

マニラ – 法執行機関連合は、ソフトウェアの著作権侵害を取り締まる全国集中
キャンペーンを一斉に展開し、その主な対象としてこの国のビジネス地区に狙
いを定めた。

フィリピン著作権侵害対策班（PAPT: Philippine Anti-Piracy Team）の 
メンバーが木曜の記者会見で語ったところによると、取り締まりは金融機関が
集まるマカティシティで間もなく始まり、企業は 3月 26日までに「ソフトウェ
アを合法化するか、さもなければ強制捜査か定期査察の対象になる」。

タイ警察、ソフトウェア著作権侵害の 3%低減を目指す

バンコク – 経済犯罪部門が火曜に語ったところによると、警察はパーソナル 
コンピューターのソフトウェア著作権侵害撲滅に乗り出し、今年度はさらに3%
の削減を目指している。

新たな取り締まりは今月始まり、最初の対象となるのはサムットプラカーン、
チョンブリ、ラヨーン、チャンタブリ、トラートであると、ECD副司令官の
Chainarong Chareonchaiyanon氏は述べている。

今回の取り締まりでは主に、海賊版ソフトウェアが大規模に使用されている 
民間企業が対象となる。

43 出典 : ZDNet Asia（2010年 3月）、Bangkok Post（2012年 1月）、
China Daily（2011年 12月）
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44 出典 : AmCham India、EYによる分析
45 出典 : ワシントン州下院法案 1495、第 98章、2011年法

検討すべき競争戦略

違法ITに関する法律は、市場における公正競争の必要性を根拠と
しています。違法ITと公正競争に関する法律を遵守している製造
業者は、そのコンプライアンスを市場での競争力として利用できま
す。遵法的な製造業者は、グローバル市場で自らを「安全な」取引相
手として宣伝でき、海外の取引相手との関係を強化しやすくなりま
す。その結果、契約件数が増加するだけでなく、取引先の増加にも
つながる可能性があります。

社内で使用されているITの合法性について外部機関にIT監査を依頼
したり、合法ITの使用が徹底されていることを示す証明書を発行する
ことも、製造業者にとって有益です。こうした措置により、海外パート
ナーとの交渉が楽に進み、違法ITを使用する企業との差別化を図れ
ます。将来的には、遵法的な企業のホワイトリストが作成される可能
性もあります。そうなれば、面倒な身辺調査をすることなく契約交渉
を進めることが可能になります。

小売業者などのサードパーティは、所属するサプライチェーンの違法
ITに関する法律の準守を確認しその情報をマーケティングツールと
して活用できます。過去の広告キャンペーンは、模倣品や違法製品に
手を出さず正規製品やオリジナル製品を購入するよう、消費者に強く
訴えてきました。小売業者も同様のマーケティングを展開できます。
つまり、正式に販売されている製品は製造過程で違法ITが使用され
たものではないことを呼びかけるのです。合法ITを使用する重要性
を理解している消費者であれば、これは有効なアピールになります。

サードパーティ向けの法的戦略 
（ワシントン州不正競争防止法関連）
サードパーティがワシントン州不正競争防止法関連に関する提訴を
受けた場合は、次の方法で抗弁できる場合があります 45。

• 自身が問題製品の最終消費者であることを証明する

• 合法 ITを使用して製造された製品を最終消費者から購入した 
ことを証明する

• 違法 ITを使用した製造業者とは一切の契約関係がないことを
証明する

• 製造業者との関係を規律する行動規範があることを証明する
（合法 ITの使用を求める契約上の規定など）

• 製品の製造過程で違法 ITが使用されていないことを証明する
書面を提示する

ただし、現行のワシントン州不正競争防止法では、サードパーティ
が抗弁に使用できるような証明書の種類についての具体的な詳細
は規定されていません。現在、法令を遵守しない製造業者とサー
ドパーティについての検討が行われているため、これらの詳細につ
いては近い将来明確にされることが見込まれます。

図 29: 製造業者によるコンプライアンスのメリットと公正競争に関する ITの新しいルール 44

安全性

差別化

評価向上

関係強化

• 違法 ITを使用する 
競合他社との差別化

• セキュリティ侵害または 
違法 ITの使用に対する 
訴訟でビジネスが中断 
されるリスクを低減

• 世界的評価を高めて企業 
ブランドの堅固な基盤を確立

• 合法 ITの使用と公正競争を促進
する法律が整備された国の取引
相手と、より強固で持続力のあ
る関係を構築

企業は、合法 ITと公正競争に関する ITの新しいルールの遵守を確実にするため、いくつかの戦略を導入できます。たとえば、次のような
戦略があります。

• 現行および今後の ITシステムのコンプライアンス維持を積極的に図る（ITコンサルティング会社のコンプライアンス専門家と協同した
取り組みなど） 

• 国際的に認知されている証明機関（または証明書発行機関）から、使用中の ITのコンプライアンスと合法性を証明する文書を取得する

• 外部取引先との契約書の中に、取引先のビジネスオペレーションで合法 ITを使用しなければならず、サプライチェーンの下流で違法
ITの使用による訴訟が発生してビジネスが中断されないようにすることが明記された補償条項が含まれていることを確認する

• このようなルールの遵守の重要性、およびそれを怠った場合のビジネスオペレーションへの悪影響について社内教育を徹底する

• 上記の戦略、またはここでは特に説明していない他の戦略を組み合わせて実施する

コンプライアンス
のメリット
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まとめ
ITに関する新たなルールは市場におけるフェアプレイ尊重を掲げ
ており、その動向は、企業の事業運営に影響を及ぼすと見込まれま
す。これらのルールがマクロ経済に与える影響はまだ顕著ではな
いものの、製造業のバリューチェーンとITエコシステム全体を考え
ると、ある程度の影響が予測されます。製造業のバリューチェーン
では、製造業者に近いプレイヤーほど影響が大きく、小売業や流通
業者より上流に位置するプレイヤーほどビジネスへの影響は小さ
くなります。同様に、ITエコシステムとそのプレイヤーへの影響も、
違法ITに関する問題との距離に応じて変わります。

これらのプレイヤーが規則や規制にどのように反応するかは、それ
ぞれが採用する戦略によって異なります。ITに関するルールに沿う
ため、こうした戦略ではコンプライアンスと教育が中心になると思
われます。違法ITの使用を規制するこれらの法令を遵守するには
コストがかかりますが、バリューチェーンのプレイヤーにとってはメ
リットもあります。企業はこのようなコストを、長期的メリット（コス
トや時間の節約、競争上の優位性、高度なセキュリティ、財務上のメ
リットなど）を得るための1つの投資と見ることができます。

違法ITの使用や公正競争への影響を扱うITのルールがもたらす結
果は、バリューチェーンのプレイヤーがどの程度遵法的かによって
大きく変わります。そして、こうしたルールがどの程度厳格に執行
されているかによっても変わってきます。たとえば、合法ITが導入
済みであることを示す証明書を求められることもあれば、違反者へ
の訴訟が増える場合もあります。

違法ITの使用による不正競争を取り締まるこうしたルールは、最
終的には米国だけでなく世界各国で一般化することが想定されま
す。製造業やITエコシステムに携わるプレイヤーは、適切な戦略を
実行することにより競争上の優位性を獲得し、法令遵守によって得
られるメリットを実現できます。

塚原 正彦（つかはら・まさひこ）
新日本有限責任監査法人 シニアパートナー 
ITリスクアドバイザリー副部長

Tel:  03 3503 2900
Email:  tsukahara-mshk@shinnihon.or.jp

お問い合わせ先
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